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災害医療の充実に関する申し入れ

災害医療体制の整備は、 都道府県が策定する医療計画に位置付けられるこヒヒされるなビ、
一義的には都道府県の責任で行われるこヒどされている。 南海トラフ地震防災対策推進碁本計

画においても「地方公共団体等は、 災射法第86条の3の規定に基づく臨時の医療施設の開設
や、 民間専業者を活用した負傷者等の緊急輸送を含め、 被災地内における医療体制の確立を
最優先に医療法動に取り組む」ヒされている。

しかし、 南海トラフ地震、 首都直下地震のような著Ⅸ異常かつ激甚な非常災害においては、
最大で l5 百人の入院医療対応力不足が見込まれ、 それぞれの都道府県のみで対応するこヒ
は困難であり、 膨大な傷病者に我が国の医療資源の総力を挙げて対応できるよう、 政府はその
果たすべき役割を明確化し、 主体的に取り組まなければならない。 また、 これに必要な予算を確
実に確保しなければならない。

よって、 下記事項の実現を、 政府に対し強く要請する。

記

1 ・ 大規模災害発生時に備えた災害医療の体制整備は、 医療政策を所管する厚生労働省だ
けでなく、 文部科学者、 消防庁、 海上保安庁、 防衛者、 国土交通省なビ省庁を横断する取り
組みが必要になる。 また、 現状では、 海路からの医療友援に係る体制構築なビ検討が進ん
でおらず、 海洋国 日本の特性を活かしきれていない。

そこで、 内閣府、 厚生労働省が中心ヒなって省庁横断の検討チームを組成し、 災害医療
の専門家、 有識者の参加も得ながら、 災害医療体制の検討を進め、 実効性のある対策を講
じるこヒ。 その際、 東日本大震災の教訓を踏まえ、 海路からの医療友援、 その機能等のあり方
についても、 主要な検討課題の一つヒして取り上げ、 十分な検討を行うこヒ。

(1)都道府県を超え、 関係機関間の縦割りを排した調整機能の確立
都道府県が被災するこヒも想定し、 国において、 災害時の応援等を中心ヒした災害医療に
っいて、 DMA干、JMA丁等の各医療関係組織・機関を横断した司令塔機能を確立するこヒ。
上記ヒあわせ、 自治体問における広域的な調整をより円滑に行えるような仕組みづく@)を促進
するこヒ。



(2)臨時の医療施設も含めた被災地内における医療の確保
被災地においては A 膨大な傷病者が発生する一方 A 医療施設の被災  E機能低下が想定さ
れるが A 航空機を活用した域外への広域的な患者搬送にも制約がある B このため A 被災地域
内で最大限の医療体制が構築できるよう A 以下の事項を推遣するこヒ B
①災害失点病院その他の医療機関におけるBCp作成を加速化させるこヒ B
②被災地で活勒するDMA丁や中長期の医療チームを最大限殺人八 災害拠点病院以外の
病院 A 診療所等も含め A 地域内の医療資源を最大限確保して医療法動に当たるべ‚-必要な

体制整備を行うこヒ B
③臨時の医療施設を開設できるよう A あらかじめ開設場所を検討してお‚-ヒヒもに A 医療ユニット A  A
人材を確保しておにヒ B
④2年間の船艇を活用した実証実験を踏まえ A 災害医療全体における陸海空の役割分担
(海からの医療機能の在り方)を明確化するヒヒもに A 海からの医療機能提供を含めた災害医
療の充実を図るこヒ B
⑤在宅医療者(酸素療法 A 透析医療等)等の継続医療ニーズにも対庵するこヒ B
⑥民間運送事業者の活用も含め A 絶対的に不足する被災地域内の搬逆手段の多様化を
図るこヒ B

(3)広域医療搬送の実施手順の明確化

自衛隊航空機のみならず防災関係機関  A 民間航空機等も最大限活屈するヒヒもに A 限られ
た搬送手段 A 人員(DMAT隊員含む)を有効に活用できるよう A 対象患者のトリアージ A 航空機

の運航調整 A 受け入れ病院の確保なビ実施手順を明確化するこヒ

(4)その他

以下の事項についての具体的な対策を講じるこヒ B
①2020年オリンピック  Eパラリンピック東京大会を見据えた災害医療体制の強化
②石油コンビナート火災等の特殊災害に係る医療体制の整備等

2 E 1  C の検討を踏まえ A 政府は A 発災後ただちに活動を開始できるよう A 南海トラフ地震 A 首都直
下地震の被害想定に基づき A 臨時医療施設の開設 A DMAT等の派遣 A 広域医療搬送の調
整な目医療法動に関する計画を具体計画に盛り込み A 早期に策定するこヒ B
また A 訓練等による様ゼな角度からの検証を通じて A 継続的に見直しを行うこヒ B

3 E 上記の検討を進めるため A 海からの医療機能の提供について A 2年間の船艇を活用した実証
実験結果を踏まえた課題の検証を含め必要な訓練を実施するこヒ B

4 E さらには A 中長期的な課題ヒして A 災害医療も含めた災害対応に係る活動全般を一元的に
指揮ゑび調整する権限を持っ組織について A 検討を進めるこヒ B

以  上


